
（平成２２年７月２２日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 3 件

国民年金関係 2 件

厚生年金関係 1 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 5 件

国民年金関係 2 件

厚生年金関係 3 件

年金記録確認旭川地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



 

 

  

旭川国民年金 事案 483 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 41 年 11 月から 42 年３月までの期間及び 43 年４月から同

年６月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認め

られることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 41 年 11 月から 42 年３月まで 

② 昭和 43 年４月から同年６月まで 

申立期間①については、昭和 43 年１月に結婚式を挙げたことを契機

に、父親が私の国民年金への加入手続を行い、家族の国民年金保険料と

一緒に納付してくれた。 

申立期間②については、父親から、婚姻後は私たち夫婦で国民年金保

険料を納付するようにと言われ、私が夫婦二人分の保険料を納付してき

た。 

申立期間①及び②の国民年金保険料を納付していたことを認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、申立人は、申立人の父親が国民年金への加入

手続を行い、国民年金保険料を納付してくれたと主張しているとおり、

申立人及び申立人と当時同居していた申立人の弟の国民年金手帳記号番

号は連番で払い出されており、特殊台帳及びＡ町の国民年金被保険者名

簿から、申立人と弟は、申立期間①の直後である昭和 42 年４月から同

年９月までの保険料を同日に納付していることが確認できる上、申立期

間①を含む 41 年５月から 42 年３月までの弟の保険料は過年度納付され

ていることから、父親が、弟の保険料を納付していながら、申立人の保

険料を未納のままにしたとは考え難い。 

２ 申立期間②については、申立人は、婚姻後において夫婦二人分の国民

年金保険料を自身で納付したと主張しているとおり、特殊台帳及びＡ町



 

 

  

の国民年金被保険者名簿から、申立期間②の申立人の妻の保険料は納付

済みとなっている上、申立人が婚姻した昭和 43 年４月から、妻が厚生

年金保険被保険者となった 48 年 12 月までの間の免除期間及び納付済期

間は、申立期間②を除いて一致していることから、申立人が、妻の保険

料を納付していながら、自身の保険料を未納のままにしたとは考え難い。 

３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国

民年金保険料を納付していたものと認められる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

旭川国民年金 事案 484 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 44 年４月から 46 年１月までの期間及び 47 年４月から同

年７月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認め

られることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

住    所 ：  

     

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 44 年４月から 46 年１月まで 

② 昭和 47 年４月から同年７月まで 

私は、義母から勧められ、昭和 44 年４月ころにＡ市役所で国民年金

の加入手続を行った。当時、義母が勤務していた店の売上げをＢ銀行Ｃ

支店（当時）に入金する際に、国民年金保険料を半年分又は１年分まと

めて納付していた。 

申立期間について、国民年金保険料を納付していたことを認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を除き、国民年金の加入期間において、国民年金保

険料の未納期間が無い上、オンライン記録から、昭和 48 年４月から 61 年

３月までの期間は国民年金に任意加入しており、納付意識の高さがうかが

える。 

また、住民票から、申立人は、昭和 42 年４月からＡ市の住民となって

おり、他の市町村に転居した記録が無いにもかかわらず、申立人の国民年

金手帳記号番号は、国民年金手帳記号番号払出簿から、同市において、44

年 10 月、47 年９月１日及び 48 年７月 16 日の３度にわたって払い出され

ていることが確認でき、行政側の記録管理に不適切な点が見受けられる。 

さらに、申立人は、義母から勧められ、昭和 44 年４月ころにＡ市役所

で国民年金の加入手続を行ったと主張しているところ、申立人に国民年金

への加入を勧めたとする義母は、国民年金制度の発足時に国民年金に加入

し、60 歳到達時まで国民年金保険料を完納している上、オンライン記録

から、申立期間①及び②は国民年金の任意加入期間となっていることから、



 

 

  

申立人が保険料を納付する意思をもって国民年金に任意加入したと考える

のが自然であり、自ら国民年金に任意加入をしながら、申立期間①及び②

の保険料を納付しなかったとは考え難い。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 

 



旭川厚生年金 事案436 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第75条本文

の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされて

いるが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控

除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険

の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期

間の標準賞与額に係る記録を48万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和51年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成17年６月28日 

    平成17年６月の賞与に係る明細書では、社会保険料が控除されているが、

厚生年金保険の標準賞与額のオンライン記録が無い。医療法人社団Ａ老人保

健施設Ｂからは、社会保険事務所（当時）に対して健康保険厚生年金保険被

保険者賞与支払届が提出され、当該訂正処理もされている。 

申立期間について賞与から厚生年金保険料が控除されていたので年金額

の計算対象となる期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

申立人及び事業主から提出された給与明細書により、申立人は、平成 17 年  

６月 28 日に医療法人社団Ａ老人保健施設Ｂから賞与の支払いを受け、当該賞

与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認め

られる。 

   また、申立期間に係る標準賞与額については、給与明細書における当該賞与

額に係る厚生年金保険料控除額から、48万円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、申立人に係る届出を行っていないことを認めていることから、

社会保険事務所は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料につ



いて納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行

していないと認められる。 



 

 

  

旭川国民年金 事案 485 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36 年４月から 43 年３月までの期間、58 年４月から 59 年

３月までの期間、平成元年１月から同年 12 月までの期間、２年４月から

同年 12 月までの期間、３年４月から４年 12 月までの期間、５年４月から

同年 12 月までの期間及び６年４月の国民年金保険料については、納付し

ていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： ① 昭和 36 年４月から 43 年３月まで 

② 昭和 58 年４月から 59 年３月まで 

③ 平成元年１月から同年 12 月まで 

④ 平成２年４月から同年 12 月まで 

⑤ 平成３年４月から４年 12 月まで 

⑥ 平成５年４月から同年 12 月まで 

⑦ 平成６年４月 

申立期間①については、私が、Ａ県Ｂ市Ｃ町へ転居した昭和 43年こ

ろに母親に勧められて、同市役所で、国民年金への加入手続を行い、国

民年金保険料を納付していたと思う。 

申立期間②、③及び⑦については、昭和 55年ころにＤ県Ｅ市へ転居

し、56年ころから 16年間ほど商売をしていたので、国民年金保険料を

納付していたと思う。 

申立期間④、⑤及び⑥については、国民年金保険料の免除申請手続は

行ったが、後から納付したと思う。 

納付しなければならない分の国民年金保険料は納付していたと思うの

で、すべての申立期間の保険料を納付していたことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、申立人は、昭和 43 年ころにＢ市役所で国民

年金への加入手続を行い、国民年金保険料を納付していたと主張してい



 

 

  

るところ、申立人の国民年金手帳記号番号は、国民年金手帳記号番号払

出簿から同年１月６日に払い出されていることが確認でき、その時点で

は、当該期間の一部は時効により保険料を納付することができない期間

である上、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかが

わせる事情も見当たらない。 

また、申立人の所持する国民年金手帳の国民年金印紙検認記録欄に 

は、昭和 43 年４月から国民年金保険料を納付したことを示す検認印が

押されているものの、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出された昭

和 42 年度には検認印が無い上、申立人は「年度をさかのぼって国民年

金保険料を納付したことは無いと思う。」と述べていることから、申立

人が保険料の納付を開始したのは、43 年４月分からと考えるのが自然

である。 

２ 申立人は、申立期間②、③及び⑦については、昭和 56 年ころから 16

年間ほど商売をしていたので国民年金保険料を納付していた、申立期間

④、⑤及び⑥については、保険料の免除申請手続後に保険料を納付した

と主張しているが、当該期間は６回と多数であるとともに、合計 64 か

月と長期間である上、当該期間についての保険料の納付時期、納付場所、

納付金額及び納付方法についての記憶が定かでないなど、申立人が当該

期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書

等）は無く、ほかに申立人が当該期間の保険料を納付していたことをう

かがわせる事情も見当たらない。 

３ これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと

認めることはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

旭川国民年金 事案 486 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 51 年４月から 52 年 12 月までの国民年金保険料について

は、免除されていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 30年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和51年４月から52年12月まで 

私は、昭和51年３月に会社を退職後、失業中の同年６月にＡ市役所で国

民年金保険料が払えない状態であることを説明して、昭和51年度分の保険

料の免除申請を行い、保険料の納付については免除を受けていた。 

また、昭和52年度分の国民年金保険料は、毎年、年度当初に納付書と一

緒に送付されたはがきで、免除を希望する旨を記入して返信した。 

申立期間の国民年金保険料について免除を受けていたことを示す資料と

して、未使用の昭和51年度及び52年度の納付書を持っていることから、当

該期間の保険料が免除されていたことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間のうち、昭和 51 年度の国民年金保険料については、

昭和 51 年６月に国民年金への加入手続の際に、昭和 52 年度の保険料につ

いては、昭和 52 年４月に納付書と一緒に送付されたはがきで、保険料の

免除申請を行っていたと主張しているが、Ａ市では、「免除申請の結果を

待ってから、納付書を発行する。」、「保険料の免除申請に関するはがきは、

納付書と一緒に送付していない。」と回答している上、特殊台帳及びオンラ

イン記録から、申立人が初めて保険料の免除申請を行ったのは、53 年１月か

らの保険料であることが確認でき、申立人の主張には不自然な点が見受けら

れる。 

また、申立人は、申立期間における国民年金保険料の免除を受けたこと

を示す資料として、未使用の昭和 51 年６月 28 日に発行された「51 年度国

民年金保険料納入通知書兼領収証書」及び 52 年４月５日に発行された

「52 年度国民年金保険料納入通知書兼領収証書」を提出しているが、当該



 

 

  

納付書が未使用であることをもって、保険料の免除申請を行っていたとは考

え難い。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を免除していたことを示す

関連資料は無く、ほかに申立人が申立期間の保険料を免除されていたこと

をうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を免除されていたものと認

めることはできない。 



  

旭川厚生年金 事案 437 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 27年７月１日から 28年４月 21日まで 

    申立期間はＡ村Ｂ組合（現在は、Ｃ組合）内の売店で店員として勤務し

ていた。Ｃ組合五十年史の歴代職員名簿にも名前が載っており、同事業所

に勤務していたので、申立期間について厚生年金保険の被保険者期間であ

ったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｃ組合提出の職員台帳（昭和 27 年７月１日書記補に採用、28 年４月 21 日

依願退職の記載あり）、及びＣ組合五十年史の歴代職員名簿（採用年月日昭

和 27年７月１日、退職年月日 28年４月 21 日の記載あり）から、申立人は、

申立期間において、Ａ村Ｂ組合で勤務していたことが認められる。 

   しかしながら、Ａ村Ｂ組合に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿にお

いて、申立期間を含む前後の期間（昭和 24 年２月１日から 30 年５月１日ま

で）に厚生年金保険の資格を取得していることが確認できた者 33 人のうち

19 人は、前述の歴代職員名簿に記載されている採用年月日から相当期間（１

か月から最長 12 か月程度）経過後に、その都度、数人まとめて厚生年金保険

の資格を取得していることが確認できる上、当該期間中に歴代職員名簿に採

用年月日が記載されているものの、厚生年金保険の加入記録が無い 10 人につ

いては、厚生年金保険に加入しないまま勤務していたものと推認できる。 

また、前述の歴代職員名簿により、申立人と同じ採用年月日（昭和 27 年７

月１日）となっている同僚３人は、同日から 10 か月経過後の昭和 28 年５月

１日に厚生年金保険の資格を取得していることが確認できる。 

   さらに、連絡の取れた同僚からは「私も就職してすぐには、厚生年金保険

に加入させてもらえなかった。就職して何か月か経過後に加入した記憶があ

 



  

るが、遅れて加入した理由は不明。」と回答している上、厚生年金保険に未

加入となっている期間において給与から厚生年金保険料を控除されている旨

の証言は得られていない。 

このほか、申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が、厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

旭川厚生年金 事案438 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者としてその主張する

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことを認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51年９月１日から 53年３月１日まで 

    Ａ株式会社には、事務員として入社し、給与総支給額は 10 万円だったと

記憶しているが、国（厚生労働省）によれば、申立期間に係る標準報酬月

額は８万円となっている。人生で初めての 10 万円の給与だったので、金額

を鮮明に覚えている。給与明細書は無いが、申立期間の記録を訂正してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票によれば、申立人の申立

期間における標準報酬月額は、昭和 51 年９月から 53 年２月までは８万円と

なっているが、申立人は、申立期間における給与総支給額は 10 万円であった

と主張している。 

しかしながら、Ａ株式会社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票によ

れば、申立人の後任と考えられる女性事務員の同僚３人について、資格取得

時（昭和 53 年３月、同年６月及び 54 年５月）の標準報酬月額は、それぞれ

８万 6,000 円、７万 6,000 円及び９万 2,000 円となっており、申立人の主張

する標準報酬月額（10 万円）よりも低額となっている上、これらの同僚から

は、当該標準報酬月額の記録が当時の報酬額と相違している旨の証言等は得

られていない。 

また、前述の同僚以外に、証言を得られた申立期間当時の同僚からも、標

準報酬月額の記録が当時の報酬額と相違している旨の回答は得られなかった。 

さらに、Ａ株式会社は、申立期間当時の報酬額を確認できる資料は保存期

限が過ぎているため無いと回答しており、申立期間当時の事業主からは、申



  

立人の厚生年金保険の適用状況等について、証言を得ることができなかった。 

加えて、申立人は申立期間当時の報酬額を確認できる資料等は保管してお

らず、このほか申立人がその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

を給与から控除されていたことを確認できる関連資料及び周辺事情は見当た

らない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

旭川厚生年金 事案 439 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 32年春ころから 34年夏ころまで 

株式会社Ａの社長と父が昔から親交があった関係で、昭和 32 年の春ころ

に同社に就職し、34 年の夏ころに当該社長の紹介で別会社に就職するまで

勤務していた。 

    申立期間について厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

株式会社Ａの複数の同僚の証言から、期間の特定はできないものの申立人

が申立期間において同社に勤務していたことが推認できる。 

しかしながら、前述の複数の同僚は、「当時、従業員は 10 人から 15 人く

らいいた。」と回答しているところ、株式会社Ａに係る健康保険厚生年金保

険被保険者名簿では申立期間における厚生年金保険の被保険者数は最多でも

７人であることから、当時、同社では、全員を厚生年金保険に加入させる取

扱いとはしていなかったものと考えられる。 

また、申立人が自分よりも先に勤務していたと述べている同僚について、

健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、当該同僚の厚生年金保険の加

入記録は昭和 34 年８月１日からとなっており、少なくとも２年以上の厚生年

金保険の未加入期間があったことが確認できる。 

さらに、申立期間当時、入社日と厚生年金保険の資格取得日が一致してい

ると回答しているのは事務職の同僚一人だけであり、その他の同僚について

は、昭和 34 年８月１日に４人、同年 12 月１日に８人がまとめて厚生年金保

険の資格を取得していることが確認できる。 

加えて、株式会社Ａでの厚生年金保険の資格取得日より前から同社に勤務

していたと証言している同僚からは、当該資格取得日より前の期間に給与か



  

ら厚生年金保険料が控除されていた旨の証言は得られていないほか、同社に

係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿の整理番号に欠番は見当たらないこ

とから、社会保険事務所（当時）において申立人の記録が欠落したとは考え

難い上、同社は昭和 35 年 12 月６日に厚生年金保険の適用事業所ではなくな

っており、当時の事業主は居所不明のため申立内容を裏付ける証言等を得る

ことはできず、このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除に

ついて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 


